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○

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
か
ら
除
外
す
る
保
険
契
約
）

第
三
十
八
条
の
三

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

被
保
険
者
に
保
険
者
と
の
間
で
保
険
契
約
を
締
結
す
る
金
庫
を
含
む
保
険

契
約
で
あ
つ
て
、
当
該
金
庫
が
そ
の
業
務
に
関
連
し
第
三
者
に
生
じ
た
損
害

を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け

る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
金
庫
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
保
険
者
が
塡
補

す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の

二

役
員
等
が
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
又
は
当

該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
役
員
等
に
生
ず

る
こ
と
の
あ
る
損
害
（
役
員
等
が
そ
の
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
若
し
く
は

職
務
を
怠
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を

負
う
こ
と
又
は
当
該
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
当

該
役
員
等
に
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
除
く
。
）
を
保
険
者
が
塡
補
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
る
も
の

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）
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第
三
十
九
条

法
第
三
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七

第
三
十
九
条

法
第
三
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七

条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
役
員
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
四
十
条

法
第
三
十
九
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

第
四
十
条

法
第
三
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
六
十
四
条

［
略
］

第
六
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第

５

［
同
上
］

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（

信
用
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に

掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務

並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十
四
の
二

略
］

［
一
～
十
四
の
二

同
上
］

十
四
の
三

他
の
事
業
者
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換

十
四
の
三

他
の
事
業
者
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換

、
株
式
移
転
若
し
く
は
株
式
交
付
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に

若
し
く
は
株
式
移
転
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
し
仲
介
を

関
し
仲
介
を
行
う
業
務

行
う
業
務
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［
十
五
～
三
十
九

略
］

［
十
五
～
三
十
九

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

13

13

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


